
中
小
企
業
の
経
営
の
改
善
発
達
を
促
進
す
る
た
め
の
中
小
企
業
信
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
中
小
企
業
信
用
保
険
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

中
小
企
業
信
用
保
険
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
例
中
小
企
業
者
」
と
は
、
中
小
企
業
者
で
あ
つ
て
、
内
外
の
金
融
秩
序
の
混
乱
そ
の
他
の
事

象
が
突
発
的
に
生
じ
た
た
め
我
が
国
の
中
小
企
業
に
係
る
著
し
い
信
用
の
収
縮
が
全
国
的
に
生
じ
て
い
る
と
経
済
産
業
大

臣
が
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
信
用
の
収
縮
の
影
響
に
よ
り
銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
か
ら
の
借
入
れ
の
減
少
そ
の

他
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
事
由
が
生
じ
て
い
る
た
め
そ
の
経
営
の
安
定
に
支
障
を
生
じ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の

住
所
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
又
は
特
別
区
長
の
認
定
を
受
け
た
も
の
を
い
う
。

第
三
条
第
一
項
中
「
額
（
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
項
に
お
い
て
」
を
加
え
る
。

第
三
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
千
二
百
五
十
万
円
」
を
「
二
千
万
円
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
中
「
、
第
三
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
条
の
三
第
一
項
」
を
削
り
、
「
に
係
る
保
険
関
係
」
を
「
（
第
十
二
条

に
規
定
す
る
経
営
安
定
関
連
保
証
を
い
う
。
次
条
及
び
第
三
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
保
険
関
係
」
に
、
「
、
第



三
条
の
二
第
三
項
」
を
「
、
第
三
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
条
の
三
第
一
項
中
「
保
険
価
額
の
合
計
額
が
」
と
あ
る
の
は
「

経
営
安
定
関
連
保
証
に
係
る
保
険
関
係
の
保
険
価
額
の
合
計
額
と
そ
の
他
の
保
険
関
係
の
保
険
価
額
の
合
計
額
と
が
そ
れ
ぞ

れ
」
と
、
第
三
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め
る
。

本
則
に
次
の
見
出
し
及
び
四
条
を
加
え
る
。

（
危
機
関
連
保
証
の
特
例
）

第
十
五
条

普
通
保
険
、
無
担
保
保
険
又
は
特
別
小
口
保
険
の
保
険
関
係
で
あ
つ
て
、
危
機
関
連
保
証
（
第
二
条
第
六
項
の

経
済
産
業
大
臣
が
認
め
る
日
か
ら
一
年
以
内
の
期
間
（
同
項
に
定
め
る
信
用
の
収
縮
の
状
況
を
勘
案
し
、
経
済
産
業
大
臣

が
一
年
を
限
り
当
該
期
間
を
延
長
し
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
し
た
期
間
を
含
む
。
）
に
お
い
て
行
わ
れ
た
特
例
中
小
企
業

者
の
経
営
の
安
定
に
必
要
な
資
金
に
係
る
第
三
条
第
一
項
、
第
三
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る

債
務
の
保
証
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
た
特
例
中
小
企
業
者
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
の
第
三
条
第
一
項
、
第
三
条

の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
三
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
第
一
項
中
「

保
険
価
額
の
合
計
額
が
」
と
あ
る
の
は
「
危
機
関
連
保
証
（
第
十
五
条
に
規
定
す
る
危
機
関
連
保
証
を
い
う
。
次
条
及
び

第
三
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
保
険
関
係
の
保
険
価
額
の
合
計
額
と
そ
の
他
の
保
険
関
係
の
保
険
価
額
の
合
計



額
と
が
そ
れ
ぞ
れ
」
と
、
第
三
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
条
の
三
第
一
項
中
「
保
険
価
額
の
合
計
額
が
」
と
あ
る
の
は
「

危
機
関
連
保
証
に
係
る
保
険
関
係
の
保
険
価
額
の
合
計
額
と
そ
の
他
の
保
険
関
係
の
保
険
価
額
の
合
計
額
と
が
そ
れ
ぞ
れ

」
と
、
第
三
条
の
二
第
三
項
及
び
第
三
条
の
三
第
二
項
中
「
当
該
借
入
金
の
額
の
う
ち
」
と
あ
る
の
は
「
危
機
関
連
保
証

及
び
そ
の
他
の
保
証
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
借
入
金
の
額
の
う
ち
」
と
、
「
当
該
債
務
者
」
と
あ
る
の
は
「
危
機
関
連

保
証
及
び
そ
の
他
の
保
証
ご
と
に
、
当
該
債
務
者
」
と
す
る
。

第
十
六
条

普
通
保
険
、
無
担
保
保
険
又
は
特
別
小
口
保
険
の
保
険
関
係
で
あ
つ
て
、
危
機
関
連
保
証
に
係
る
も
の
に
つ
い

て
の
第
三
条
第
二
項
、
第
三
条
の
二
第
二
項
（
第
三
条
の
三
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
及
び
第
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
第
二
項
中
「
百
分
の
七
十
」
と
あ
り
、
第
三
条
の

二
第
二
項
中
「
百
分
の
八
十
」
と
あ
り
、
及
び
第
五
条
中
「
百
分
の
七
十
（
無
担
保
保
険
、
特
別
小
口
保
険
、
流
動
資
産

担
保
保
険
、
公
害
防
止
保
険
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
保
険
、
海
外
投
資
関
係
保
険
、
新
事
業
開
拓
保
険
、
事
業
再
生
保
険
及

び
特
定
社
債
保
険
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
八
十
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
百
分
の
九
十
」
と
す
る
。

第
十
七
条

普
通
保
険
、
無
担
保
保
険
又
は
特
別
小
口
保
険
の
保
険
関
係
で
あ
つ
て
、
危
機
関
連
保
証
に
係
る
も
の
に
つ
い

て
の
保
険
料
の
額
は
、
第
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
険
金
額
に
年
百
分
の
二
以
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
率
を



乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

（
経
営
安
定
関
連
保
証
及
び
危
機
関
連
保
証
に
係
る
限
度
額
）

第
十
八
条

経
営
安
定
関
連
保
証
及
び
危
機
関
連
保
証
を
受
け
た
中
小
企
業
者
一
人
に
つ
い
て
の
普
通
保
険
、
無
担
保
保
険

又
は
特
別
小
口
保
険
の
保
険
関
係
で
あ
つ
て
政
令
で
指
定
す
る
も
の
の
保
険
価
額
の
合
計
額
の
限
度
額
は
、
政
令
で
定
め

る
。

（
信
用
保
証
協
会
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

信
用
保
証
協
会
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
九
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
第
二
項
第
三
号
中
「
投
資
事
業
（
」
の
下
に
「
創
業
若
し
く
は
中
小
企
業
者
の
経
営
の
改
善
発
達
を
支
援
す
る

も
の
又
は
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

前
項
各
号
の
債
務
の
保
証
に
係
る
中
小
企
業
者
に
対
す
る
経
営
の
改
善
発
達
に
係
る
助
言
そ
の
他
の
支
援

第
二
十
条
第
三
項
中
「
前
項
第
二
号
イ
」
を
「
前
項
第
三
号
イ
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
こ
の
条
」
の
下
に
「
及
び

次
条
」
を
、
「
い
い
、
」
の
下
に
「
こ
の
条
に
お
い
て
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。



（
協
会
と
銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
と
の
連
携
）

第
二
十
条
の
二

協
会
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
中
小
企
業
者
に
よ
る
経
営
の
改
善
発
達
を
促
進
す
る
た
め

、
銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
と
連
携
を
図
る
も
の
と
す
る
。

（
中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
条

中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

認
定
中
小
企
業
者
（
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
中
小
企
業
者
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
一

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
代
表
者
で
あ
っ
て
、
特
定
経
営
承
継
関
連
保
証
（
中
小
企
業
信
用
保
険
法
第
三
条
第
一
項
、
第

三
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
債
務
の
保
証
で
あ
っ
て
、
認
定
中
小
企
業
者
の
代
表
者
が
経
営

の
承
継
に
伴
い
当
該
認
定
中
小
企
業
者
以
外
の
者
か
ら
株
式
等
を
取
得
す
る
た
め
の
資
金
そ
の
他
の
当
該
代
表
者
が
必
要

と
す
る
資
金
で
あ
っ
て
当
該
認
定
中
小
企
業
者
の
事
業
活
動
の
継
続
に
必
要
な
も
の
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も

の
に
係
る
も
の
を
い
う
。
）
を
受
け
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
代
表
者
を
同
法
第
二
条
第
一
項
の
中
小
企
業
者
と
み
な



し
て
、
同
法
第
三
条
か
ら
第
三
条
の
三
ま
で
及
び
第
四
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
（
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
中
小
企
業
者
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
「
当
該
代
表
者
が

相
続
に
よ
り
承
継
し
た
債
務
で
あ
っ
て
当
該
認
定
中
小
企
業
者
の
事
業
の
実
施
に
不
可
欠
な
資
産
を
担
保
と
す
る
借
入
れ
に

係
る
も
の
の
弁
済
資
金
」
を
「
経
営
の
承
継
に
伴
い
当
該
認
定
中
小
企
業
者
以
外
の
者
か
ら
株
式
等
を
取
得
す
る
た
め
の
資

金
」
に
改
め
る
。

（
産
業
競
争
力
強
化
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

産
業
競
争
力
強
化
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
十
五
条
第
一
項
中
「
千
万
円
（
同
法
第
二
条
第
二
十
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
認
定
特
定
創
業
支
援
事
業
に
よ
り
経

済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
支
援
を
受
け
て
行
う
創
業
に
要
す
る
資
金
に
係
る
創
業
関
連
保
証
（
以
下
「
支
援
創

業
関
連
保
証
」
と
い
う
。
）
に
係
る
保
険
関
係
の
保
険
価
額
の
合
計
額
に
あ
つ
て
は
、
千
五
百
万
円
）
」
を
「
二
千
万
円
」

に
、
「
千
万
円
（
支
援
創
業
関
連
保
証
に
あ
つ
て
は
、
千
五
百
万
円
）
」
を
「
二
千
万
円
」
に
改
め
る
。

第
百
十
八
条
第
二
項
の
表
第
三
条
第
二
項
の
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
三
条
第
一
項

こ
の
項

こ
の
項
及
び
第
三
項



附

則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


